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■その他  

・使った部屋は原形にもどし、時間内にモップがけや掃き掃除等、清掃、後片付けをしっかり行ってください。  

・館内の床面（フローリング）保護のため、下駄やスパイク等の突起物のついた履物はご遠慮ください。 

・敷地内禁煙となります。館内はもちろん、駐車場等敷地内での喫煙もご遠慮ください。 

・駐車場１６８台（内、２台 身体障がい者等用駐車場） 

■大江町中央公民館（ぷくらす）平面概略図  

 

■案内図 
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■使用料  

表 1 使用料（1回あたり 単位：円）        

＼ 午前 午後 夜間 全日 

町民ホール 880 1,100 1,320 3,300 

多目的ルーム 660 770 990 2,420 

学習ルーム 1 440 550 660 1,650 

学習ルーム 2 440 550 660 1,650 

学習ルーム 3 440 550 660 1,650 

学習ルーム 4 440 550 660 1,650 

和室  440  550  660  1,650 

クッキングルーム 1  440  550  660  1,650 

クッキングルーム 2  440  550  660  1,650 

町民ギャラリー  440  550  660  1,650 

＊1 飲酒を伴う使用の場合は、料金の 2倍額とします。 

＊2 営利を目的として使用する場合は、料金の 3倍額とします。 

 

表 2 冷暖房使用料（1回あたり 単位：円） 

 ＼ 午前 午後 夜間 全日 

町民ホール 170 220 260 650 

多目的ルーム 130 150 190 470 

学習ルーム 1 80 110 130 320 

学習ルーム 2 80 110 130 320 

学習ルーム 3 80 110 130 320 

学習ルーム 4 80 110 130 320 

和室  80  110  130  320 

クッキングルーム 1  80  110  130  320 

クッキングルーム 2  80  110  130  320 

町民ギャラリー  80  110  130  320 

 

表 3 ガス水道使用料（1回あたり 単位：円） 

＼ 午前 午後 夜間 全日 

クッキングルーム 1 220 220 330 770 

 

備考 

大江町内に住所を有する概ね 5人以上の者で構成する団体が使用するときは、飲

酒を伴う使用、私用の使用及び営利目的の使用の場合を除き、表 1及び表 2による

使用料を平成 28年 7月 1日から令和 7年 3月 31日までの期間に限り免除します。 

 

 



開 館 ９：００  閉 館 ２２：００   

休館日 毎月第２火曜日及び第４火曜日、１２月２９日～１月３日 

 

■お貸しできる部屋と設備、備品等 

部屋名 設備、備品等 

町民ホール 

会議用机 54、椅子 162、音響設備、吊物用昇降バトン、簡易

ステージ、演台、スクリーン、液晶プロジェクター、ホワイ

トボード 2、コートハンガー 

多目的ルーム 

会議用机 22、椅子 66、防音、音響設備、演台、スクリーン、

液晶プロジェクター、ホワイトボード、姿見、コートハンガ

ー 

学習ルーム 1 
会議机 10、椅子 30、スクリーン、ホワイトボード、コートハ

ンガー 

学習ルーム 2 
会議机 10、椅子 30、スクリーン、ホワイトボード、コートハ

ンガー 

学習ルーム 3 

会議机 10、椅子 30、防音、スクリーン、ホワイトボード、コ

ートハンガー、アップライトピアノ（学習ルーム 3と 4は、

間仕切り収納で 1室になります。この場合、使用料は 2室分

になります。） 

学習ルーム 4 

会議机 10、椅子 30、防音、スクリーン、ホワイトボード、コ

ートハンガー（学習ルーム 3と 4は、間仕切り収納で 1室に

なります。この場合、使用料は 2室分になります。） 

和室 畳用机 10、畳用椅子 10、茶道用炉、水屋 

クッキングルーム 1 
調理実習台 5（講師用 1、受講者用 4）、教示ミラー、椅子 2

5、スクリーン、ホワイトボード、オーブンレンジ、冷蔵庫 

クッキングルーム 2 会議机 10、椅子 30、スクリーン、ホワイトボード 

町民ギャラリー 可動展示棚、展示パネル 10、ワイヤーフック 24 

 

■使用申請  

・事前に、所定の使用許可申請書に必要事項を記入のうえ申請してください。 

・使用料が発生する場合は、原則として申請時に納入してください。 

・使用する月の４ヶ月前（町外申請者は３ヶ月前）の毎月１日から予約できます。 

 


